
事  務  連  絡 

令和７年11月18日 

 

各 日 本 人 学 校 長 

各 補 習 授 業 校 長 

各 国 公 私 立 大 学 法 人 の 長 

大学を設置する各地方公共団体の長 

各文部科学大臣所管学校法人理事長 

大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課長 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 長 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課長 

 

                          

文 部 科 学 省 大 臣 官 房 国 際 課 長 

 文部科学省総合教育政策局国際教育課長 

文部科学省高等教育局参事官（国際担当） 

 

 

在留児童生徒及び日本人留学生等の安全確保について 

 

 

この度、在中国日本国大使館から、11月17日付で、在留邦人に対し、最近の日中関係を

巡る現地での報道等を踏まえた安全対策について別添のとおり周知されました。別添に留

意の上、在外教育施設においては安全対策等、各国公私立大学法人等においては所属する

日本人留学生等の安全確保に努めていただくとともに、各都道府県教育委員会等において

は所管の高等学校等に周知いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

殿 

【本件連絡先】 

（本事務連絡について） 

文部科学省大臣官房国際課 

TEL：03-5253-4111（内 2597）、E-mail：kokusai@mext.go.jp 
 

（日本人学校、高校段階における日本人留学生等に関すること）  

文部科学省総合教育政策局国際教育課 

TEL:03-5253-4111（内 3279）、E-mail：kyokoku@mext.go.jp 
 

（高等教育段階における日本人留学生等に関すること） 

文部科学省高等教育局参事官（国際担当） 

TEL：03-5253-4111（内 3360）、E-mail：ryuugaku@mext.go.jp 



別添：外務省HPより 

 


